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核物質防護対策について
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原子力安全・保安院

原子力防災課



１．新たな核物質防護制度の概要（平成17年12月1日施行）
国際原子力機関の核物質防護に関する勧告（INFCIRC/225/Rev.4)を踏まえ、原子力
施設の核物質防護対策を拡充。

➌機密保護
➋核物質防護

原子力安全・保安院

意 聴 物 防護

➊設計基礎脅威

➋核物質防護
検査の実施
（年１回）

・意見聴取、
連絡等

核物質防護
規定の認可

➊設計基礎脅威
(DBT)の提示治安当局 核物質防護規定

核物質防護

〈核物質防護制度の拡充内容〉

➊設計基礎脅威（DBT）の導入

核物質防護
規定の策定
(DBTへの対
応を含む｡)・立入検査等

➊設計基礎脅威（DBT）の導入
➋核物質防護検査制度の創設
➌機密保護制度の制定

・核物質防護措置の実施(DBTへの

原子力事業者

核物質防護措置の実施(DBT の
対応を含む｡)

・➌機密保護



２．核物質防護検査の内容

最低要求水準の遵守状況の検査

防護基準適合性検査

核物質防護検査

【第１回検査】

・核物質防護規定等の防護に関する文書体系の整備状況、核物質防護規定
等に基づく防護措置の実施状況、防護設備等の設置状況等を確認

防護能力水準（達成水準）の評価
平成18年9月～平成19年2月

【第２回検査】
平成19年6月～平成20年3月

タイムライン評価

・踏査等による一定の遅延時間の確保等を確認

実証訓練評価

・模擬侵入訓練等の実施を通じ、防護設備の機能、防護組織、緊急時対応模擬侵入訓練等の実施を通じ、防護設備の機能、防護組織、緊急時対応
等核物質防護システムの実効性を確認


